
 四日市市食品衛生法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和２年１２月１４日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市市規則第６８号 

   四日市市食品衛生法施行細則の一部を改正する規則 

 四日市市食品衛生法施行細則（平成２０年四日市市規則第３７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

改正後 改正前 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、食品衛生法（昭和

２２年法律第２３３号。以下「法」とい

う。）の施行に関し、食品衛生法施行令

(昭和２８年政令第２２９号。以下「令」

という。)、食品衛生法施行規則（昭和

２３年厚生省令第２３号。以下「施行

規則」という。）、乳及び乳製品の成分

規格等に関する省令（昭和２６年厚生

省令第５２号。以下「省令」という。）、

食品、添加物等の規格基準（昭和３４

年厚生省告示第３７０号。以下「規格

基準」という。）及び三重県食品衛生法

施行条例（平成１２年三重県条例第８

号。以下「条例」という。）に定めるも

ののほか必要な事項を定めるものとす

る。 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、食品衛生法（昭和

２２年法律第２３３号。以下「法」とい

う。）の施行に関し、食品衛生法施行令

(昭和２８年政令第２２９号。以下「令」

という。)、食品衛生法施行規則（昭和

２３年厚生省令第２３号。以下「施行

規則」という。）、乳及び乳製品の成分

規格等に関する省令（昭和２６年厚生

省令第５２号。以下「省令」という。）、

食品、添加物等の規格基準（昭和３４

年厚生省告示第３７０号。以下「規格

基準」という。）、食品衛生の措置基準

等に関する条例（平成１２年三重県条

例第８号。以下「条例」という。）に定

めるもののほか必要な事項を定めるも

のとする。 

 

 （と畜検査員等） 

第２条 法第１０条第１項ただし書の当

該職員は、獣畜に係るものにあっては

と畜場法（昭和２８年法律第１１４号）

 

（と畜検査員等） 

第２条 法第９条第１項ただし書の当該

職員は、獣畜に係るものにあってはと

畜場法（昭和２８年法律第１１４号）



第１９条第１項のと畜検査員、家きん

に係るものにあっては食鳥処理の事業

の規制及び食鳥検査に関する法律施行

規則（平成２年厚生省令第４０号）第

４９条の食鳥検査員とする。 

第１９条第１項のと畜検査員、家きん

に係るものにあっては食鳥処理の事業

の規制及び食鳥検査に関する法律施行

規則（平成２年厚生省令第４０号）第

４９条の食鳥検査員とする。 

 

 （営業許可の申請等） 

第５条 （略） 

２ 食品衛生法等の一部を改正する法律

（平成３０年法律第４６号）附則第９

条の規定による届出は、営業届（第５

号様式）によるものとする。 

 

 （営業許可の申請） 

第５条 （略） 

 

 （営業許可申請事項の変更の届出） 

第６条 施行規則第７１条の規定による

届出は、届出書（第６号様式）によるも

のとする。 

 

 （営業許可申請事項の変更の届出） 

第６条 施行規則第７１条の規定による

届出は、届出書（第５号様式）によるも

のとする。 

 

 （廃業の届出） 

第７条 法第５２条第１項に規定する営

業の許可を受けた者が、当該営業を廃

止したときは、届出書（第６号様式）に

より許可書を添えて届け出るものとす

る。 

２及び３ （略） 

 

 （廃業の届出） 

第７条 法第５２条第１項に規定する営

業の許可を受けた者が、当該営業を廃

止したときは、届出書（第５号様式）に

より許可書を添えて届け出るものとす

る。 

２及び３ （略） 

 

（許可営業者の地位承継の届出） 

第８条 施行規則第６８条第１項に規定

する届出は、承継届出書（第７号様式）

によるものとする。 

２ 施行規則第６９条第１項に規定する

届出は、承継届出書（第８号様式）によ

 

（許可営業者の地位承継の届出） 

第８条 施行規則第６８条第１項に規定

する届出は、承継届出書（第６号様式）

によるものとする。 

２ 施行規則第６９条第１項に規定する

届出は、承継届出書（第７号様式）によ



るものとする。 

３  施行規則第７０条に規定する届出

は、承継届出書（第９号様式）によるも

のとする。 

るものとする。 

３  施行規則第７０条に規定する届出

は、承継届出書（第８号様式）によるも

のとする。 

 

（食品衛生責任者の設置等の届出） 

第１０条 営業者（法第５０条第３項に

規定する営業者をいう。以下同じ。）は、

条例別表第１の第１の８に規定する食

品衛生責任者を設置したとき又は変更

したときは、届出書（第６号様式）によ

り保健所長に届け出なければならな

い。 

２ （略） 

 

（食品衛生責任者の設置等の届出） 

第１０条 営業者（法第５０条第３項に

規定する営業者をいう。以下同じ。）は、

条例別表第１の第１の８に規定する食

品衛生責任者を設置したとき又は変更

したときは、届出書（第９号様式）によ

り保健所長に届け出なければならな

い。 

２ （略） 

 

 第４号様式から第９号様式までを次のように改める。 

 



 

第４号様式（第５条関係） 
 

営業許可申請書（新規・更新） 
年  月  日   

   四日市市保健所長  
〒                

住 所                 
ＴＥＬ              

氏 名                 
  年  月  日生    

(法人にあっては、主たる事務所の所
在地及び名称並びに代表者の氏名 )   

  食品衛生法第52条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

営 業 所 の 所 在 地 ＴＥＬ       

営 業 所 の 名 称 等  

営 業 設 備 の 大 要 別 紙 の と お り 

許可番号及びその年月日 営  業  の  種  類 備   考 

１    

２    

３    

４    

５    

申請

者の

欠格

事項 

(１) 食品衛生法又はこの法律に基づく処分に違反して
刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなった日から起算して２年を経過しないこ
と。 

 

(２) 食品衛生法第54条から第56条までの規定により許
可を取り消され、その取消しの日から起算して２年を
経過しないこと。 

 

 注意 １ 申請者の氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記

載すること。 
    ２ 許可番号等の欄は、更新の許可の場合のみ現に受けている許可の番号及びそ

の年月日を記載すること。 
    ３ 申請者の欠格事項の欄は、法人にあってはその業務を行う役員を含むものと

し、当該事項がないときは「なし」と記載し、あるときはその内容を記載する
こと。 

    ４ 営業所の名称等の欄は、新規許可の場合のみ記載すること。 
    ５ 営業設備の大要には、付近の見取図、営業施設の平面図及び製造方法の概要

（製造業のみ）を含む。ただし、営業者から営業を譲り受けた者が営業設備の
大要に変更がない場合において、当該書類を省略する場合は、備考欄にその旨
を記載し、当該営業を譲り受けたことを証する書類を提示すること。 

    ６ 水道水以外の水を使用する場合にあっては使用水の試験成績書を提示するこ
と。 

    ７ 更新許可にあっては現に有する許可書を提示すること。 



第５号様式（第５条関係） 整理番号：

殿

食品衛生法（第57条第1項）の規定に基づき次のとおり関係書類を提出します。
※ 以下の情報は「官民データ活用推進基本法」の目的に沿って、原則オープンデータとして公開します。

申請者または届出者の氏名等のオープンデータに不都合がある場合は、次の欄にチェックしてください。（ □ ）

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

電子メールアドレス： 法人番号：

届出者住所　※法人にあっては、所在地

（ふりがな） （生年月日）

届出者氏名　※法人にあっては、その名称及び代表者の氏名

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

電子メールアドレス：

施設の所在地

（ふりがな）

施設の名称、屋号又は商号

（ふりがな） 資格の種類

食品衛生責任者の氏名　 受講した講習会 都道府県知事等の講習会（適正と認める場合を含む）

主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装 自由記載

自動販売機の型番 業態

※

HACCPに基づく衛生管理

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

（ふりがな） 電話番号

担当者氏名

営
業
施
設
情
報

食管・食監・調・製・栄・船舶・と畜・食鳥

※合成樹脂が使用された器具又は容器包装を製造する営業者
を除く。

講習会名称　　　　　　　　　年　　　月　　　日

HACCPの取組

年　　　　月　　　　日

※申請者、届出者による記載は不要です。

営業届

届
出
者
情
報

年　　　月　　　日生

業
種
に
応
じ
た

情
報

指定成分等含有食品を取り扱う施設 □

輸出食品取扱施設
※この申請等の情報は、国の事務に必要な限度において、輸出時の要件確認等のために使用します。

□

3

引き続き営業許可を受けようとする場合に限る。
ただし、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業の場合は新規の場合を含む。

□

□

備
考

※食品衛生申請等システムへの代理入力に不都合がある場合は、次の欄にチェックしてください。（ ☐ ）

担
当
者

営
業
届
出

営　業　の　形　態 備考

1

2



 

第６号様式（第６条、第７条、第10条関係） 
 

年  月  日   

 

四日市市保健所長 

〒                

住 所                 

ＴＥＬ              
（フリガナ）

氏 名                 

  年  月  日生    

(法人にあっては、主たる事務所の所
在地及び名称並びに代表者の氏名 )   

届 出 書 

  次のとおり届け出ます。 

営 業 所 の 所 在 地 
ＴＥＬ       

（フ リ ガ ナ） 

営 業 所 の 名 称 等 
 

許可番号及び許可年月日 営  業  の  種  類 備   考 

１ 第  号 年 月 日   

２ 第  号 年 月 日   

３ 第  号 年 月 日   

４ 第  号 年 月 日   

５ 第  号 年 月 日   

  届出内容を裏面に記載してください。 



 

 
 
 裏面 

（届   出   内   容） 

１ 変 更 届 

変更年月日  

変 更 事 項 
住所、氏名、営業所の名称、屋号、施
設 

変 更 前  

変 更 後  

２ 廃 業 届 廃業年月日  

３ 食 品 衛 生 責 任 者

設 置・変 更 届 

設置届は、 
①の欄に記載 
変更届は、 

①及び②の欄に記載 

① 食品衛生責任者氏名      生年月日 

年  月  日生 

資格種類 
調理師・製菓衛生師・養成講習修了・その他（ 

） 

資格番号           資格取得年月日 

第     号        年  月  日  

② 変更前食品衛生責任者氏名 

備 考  

 
内 容 確 認 済 

食品衛生監視員 印 

 （注意） 

  (１) 届出者の氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載

すること。 

  (２) 字はインク等を使い、楷書ではっきりと記載すること。 

  (３) 廃業届には、許可書又は届済証を添付すること。 

  (４) 住所又は氏名変更届は、変更事項を明らかにする書類を提示すること。 

  (５) 営業施設の変更の場合は、平面図を添付し、変更部分を朱筆すること。 

  (６) 食品衛生責任者設置・変更届は、資格を証する書類を提示すること。 



 

第７号様式（第８条関係） 

承 継 届 出 書 

 

年   月   日   

   四日市市保健所長  

 

〒                    

住 所                     

 

ＴＥＬ              

 

氏 名                     

 

  年   月   日生  

 

被相続人との続柄             

  食品衛生法第53条第２項の規定により、次のとおり承継の届出をします。 

被相続人 

住 所 
 

氏 名 
 

相続開始の年月日 
 

営 業 所 所 在 地 
 

営 業 の 種 類 
 

許 可 番 号 
 

許可年月日 
 

 添付書類 

  (１) 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成１７年法務省令第１８号）第２４７条第５

項の規定により交付を受けた同条第１項に規定する法定相続情報一覧図の写し 

  (２) 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により許可営業者の地位

を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書 

 注意 届出者の氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載す

ること。 



 

第８号様式（第８条関係） 

承 継 届 出 書 

 

年   月   日   

   四日市市保健所長  

〒                   

主たる事務
所の所在地

                     

ＴＥＬ                     

届出者名称
代表者氏名

                     

 

  食品衛生法第53条第２項の規定により、次のとおり承継の届出をします。 

合併により消滅

し た 法 人 

名 称 
 

主たる事務

所の所在地 

 

代表者氏名 
 

合 併 の 年 月 日 
 

営 業 所 所 在 地 
 

営 業 の 種 類 
 

許 可 番 号 
 

許可年月日 
 

 

 添付書類 

   合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書 

 注意 

   届出者の氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載する

こと。 



 

第９号様式（第８条関係） 

承 継 届 出 書 

 

年   月   日   

   四日市市保健所長 

〒                   

主たる事務
所の所在地

                     

ＴＥＬ                     

届出者名称
代表者氏名

                     

 

  食品衛生法第53条第２項の規定により、次のとおり承継の届出をします。 

分割前の

法 人 

名 称 
 

主たる事務

所の所在地 

 

代表者氏名 
 

分 割 の 年 月 日 
 

営 業 所 所 在 地 
 

営 業 の 種 類 
 

許 可 番 号 
 

許可年月日 
 

 

 添付書類 

   分割により許可営業者の地位を承継した法人の登記事項証明書 

 注意 

   届出者の氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載する

こと。 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和２年１２月１５日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行前に、改正前の四日市市食品衛生法施行細則の規定に基づいて作

成した用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。 

                          （健康福祉部衛生指導課） 

 


